
UPZ圏内における防護措置の考え方

 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階においては、予防的防護措置として、PAZ
圏内における住民の即時避難開始とともに、UPZ圏内（予防避難ｴﾘｱについては、状況に応じた多様
な防護措置）においては住民の屋内退避を開始する。

 放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ば
くのﾘｽｸが増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、原子力災害対策本部が、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、空間放射線量率が毎時20μSv
超過となる区域を1日程度内に特定。当該区域の住民は原子力災害対策本部の指示により1週間程
度内に一時移転を実施する。

※ 空間放射線量率が毎時500μSv超過となる区域が特定
された場合は当該区域の住民を速やかに避難させる。

屋内退避

UPZ圏内の防護措置の基本的な流れ

放射性物質の放出

全面緊急事態

１週間程度内に
一時移転

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv超過
と特定された区域
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PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ

UPZ圏内は
屋内退避

PAZ圏内は
即時避難

予防避難ｴﾘｱは状況に
応じた多様な防護措置



一時移転等に備えた関係者の対応
 愛媛県及び関係市町は、警戒事態で災害警戒本部等を設置し、施設敷地緊急事態で災害対策本部に移行。

 山口県及び上関町は、警戒事態及び施設敷地緊急事態で職員を配備して警戒態勢を確保し、全面緊急事態で災
害対策本部を設置。

 関係市町は、職員配置表に基づき、対象となる各地区に職員を配置。
 愛媛県内のﾊﾞｽ会社は、愛媛県又は関係市町の要請に備えて、ﾊﾞｽの派遣準備を開始。
 愛媛県内の船会社は、愛媛県又は関係市町の要請に備えて、旅客船の派遣準備を開始。

 上関町は、町定期船の派遣準備を開始。

かみのせきちょう

かみのせきちょう
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PAZ

UPZ

愛媛県災害対策本部

山口県災害対策本部

上関町災害対策本部
かみのせきちょう

伊方町災害対策本部
い かた ちょう

伊予市災害対策本部
い よ し

内子町災害対策本部
うち こ ちょう

おお ず し

大洲市災害対策本部

せい よ し

西予市災害対策本部

や わた はま し

八幡浜市災害対策本部

宇和島市災害対策本部
う わ じま し

愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ



一時移転等を行う際の情報伝達

 一時移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、愛媛県、山口県及び関係市町に対し、TV会
議ｼｽﾃﾑ等を用いて伝達。

 愛媛県、山口県、関係市町・機関から、住民、自治会、消防団、農協、漁協、医療機関、社会福祉施
設、教育機関等へは、防災行政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、電話、FAX等のあらゆる情報発
信手段を活用して伝達。

電話・FAX等

住 民

原子力災害対策本部
（首相官邸）

住民、自治会、消防団、農協、
漁協、医療機関、社会福祉施

設、教育機関 等
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TV会議ｼｽﾃﾑ等

関係市町
災害対策本部

愛媛県災害対策本部
（愛媛県庁）

山口県災害対策本部
（山口県庁）

防災行政無線、広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾃﾚﾋﾞ、
ﾗｼﾞｵ、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ 等



UPZ圏内住民の一時移転等①

 一時移転等実施の際は、国の原子力災害対策本部、愛媛県、山口県、関係市町が、住民の安全と円滑な実施の
ため、実施に係る実務（避難先の準備、避難経路の確認、輸送手段の確保、避難退域時検査及び簡易除染の実
施体制、地域毎の一時移転等開始時期など）の調整を行った上で、一時移転等を開始。

 UPZ圏内関係市町を対象とした避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。
 愛媛県では、第1避難先候補（13市町）に避難を行うが、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果や、避難経路や避難先の被災状況

に基づき第1避難先候補に避難できない場合は、第2避難先候補（6市町）に避難する。なお、避難受入市町が指定
する場合は避難経由所を経由。

 上関町（八島地区）では、上関町立中央公民館に避難を行い、上関町立中央公民館に避難できない場合は、上関
町民体育館に避難する。
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県名 市町名
※（ ）は対象人口

第1避難先候補
※（ ）は受入可能人数、【 】は避難経由所

第2避難先候補
※（ ）は受入可能人数

愛媛県

八幡浜市
（36,386人）

松山市（149,069人）【愛媛県総合運動公園】

合計（149,069人）
今治市（21,600人）、上島町（9,341人）

合計（30,941人）

大洲市
（42,518人）

大洲市内（7,262人）、松山市（149,069人）【愛媛県総合運動公園】

合計（156,331人）
新居浜市（29,879人）、四国中央市（26,665人）

合計（56,544人）

西予市
（29,225人）

西予市内(11,734人)【乙亥の里】、東温市(14,272人)【東温市総合公園】、
砥部町(11,899人)【砥部町陶街道ゆとり公園】、久万高原町(8,152人)【久

万高原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ】合計(46,057人)

西条市（38,460人）

宇和島市
（4,362人）

宇和島市内（30,626人）、松野町（1,979人）、鬼北町（8,664人）、

愛南町（11,877人） 合計（53,146人）
久万高原町（8,152人）

合計（8,152人）

伊予市
（790人）

伊予市内（15,647人）、松前町（10,758人）【松前公園】

合計（26,405人）
今治市（21,600人）、上島町（9,341人）

合計（30,941人）

内子町
（121人）

内子町内(14,502人)、東温市(14,272人)、砥部町(11,899人)、

久万高原町(8,152人)【愛媛県総合運動公園】 合計(48,825人)

西条市（38,460人）

山口県 上関町
（34人）

上関町立中央公民館（150人） 上関町民体育館（220人）

※上記避難先候補施設に避難できない場合や、二次被害等があった場合は、山口県（受入可能人数：464,575人）へ避難

合計（38,460人）

かみのせきちょう や しま かみのせき かみのせき かみのせき

う わ じま
う わ じま し

まつ の ちょう き ほく ちょう

あい なん ちょう

や わた はま し
まつ やま し

おお ず し
おお ずし まつ やま し

い よ し い よし ま さき ちょう ま さき

せい よ し

うち こ ちょう
うち こちょう とう おん し と べ ちょう

く ま こう げん ちょう

かみのせきちょう
かみのせき

く ま こう げん ちょう

いま ばり し かみ じま ちょう

にい はま し

いま ばり し かみ じま ちょう

し こく ちゅう おう し

さい じょう し

かみのせき

せい よ し とう おん し とう おん し

く ま こう げん ちょう く

ま こう げん

と べ ちょうと べ ちょう

さい じょう し

合計（38,460人）



PAZ
UPZ

UPZ圏内住民の一時移転等②
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※伊方町を除く
※（ ）は受入可能人数

（凡例）

：愛媛県第2避難先候補

：愛媛県第1避難先候補

：山口県避難先

上関町
（150人）

愛南町
（11,877人）

鬼北町
（8,664人）

松野町
（1,979人）

久万高原町
（8,152人）

松前町
（10,758人） 砥部町

（11,899人）

松山市
（149,069人） 東温市

（14,272人）

今治市
（21,600人）

西条市
（38,460人）

上島町
（9,341人）

新居浜市
（29,879人） 四国中央市

（26,665人）

※愛媛県の関係市町は、避難先候補施設に避難できない場合や、二次被害等があった場合は、山口県（受入可能人数：464,575人）へ避難

八島
伊予市

（15,647人）

内子町

内子町
（14,502人）

大洲市

大洲市
（7,262人）

西予市
西予市

（11,734人）

宇和島市

宇和島市
（30,626人）

八幡浜市

伊予市

かみのせきちょう

かみ じま ちょう

いま ばり し

にい はま し

し こく ちゅう おう し

さい じょう し

とう おん し

く ま こう げん ちょう

まつ やま し

と べ ちょう

ま さき ちょう

き ほく ちょう

まつ の ちょう

うち こ ちょう

うち こ ちょう

い よ しい よ し

おお ず し

おお ず し

せい よ し
せい よ し

う わ じま し

う わ じま し

や わた はま し

あい なん ちょう

い かた ちょう



①：県は市町災害対策本部を通じ、受入自治体及び医療機関の協力を
得て、あらかじめ病院等の避難先となる病院群の情報を整理し、避難
元の病院等に周知

②：避難指示又は避難準備情報の発令が見込まれる段階で、避難元病
院等は市町災害対策本部を通じ県に対し、避難先病院等の受入調整
を依頼

③：県は、避難先候補病院等に対し避難の受入を要請し、避難準備を
整える

④：県は市町災害対策本部を通じ、避難実施段階で避難元病院等に対
し、避難先病院等及び避難ﾙｰﾄ等を連絡

⑤：避難の実施

愛媛県におけるUPZ圏内の医療機関の避難先及び受入先確保のための調整ｽｷｰﾑ

 半径5～30km圏にある全ての医療機関（病院及び有床診療所、26施設2,470人）において、個別の避難計画を策定
済み。

 一時移転等の防護措置が必要になった場合、愛媛県災害対策本部が緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀの助言を受け、医療機関の受入候補先を選定するとともに、受入に関する調整を実施。

愛媛県災害対策本部

ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌﾛｰ

避難元病院等（予防避難ｴﾘｱを除く） ⑤避難の実施 避難先病院（県内12市町）

施設数 入院定員

26 2,470人

受入施設数 受入可能人数

98 2,829人

①情報周知

④避難先連絡
②受入調整依頼

③受入要請
①情報提供
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＜30km圏外（県内17市町） ＞＜5～30km圏内（予防避難ｴﾘｱを除く）＞

UPZ圏内の社会福祉施設の避難先

 国の原子力災害対策本部から、一時移転等の指示が出た地域で5～30km圏にある社会福祉施設（104施
設3,195人）については、施設ごとの避難計画を作成し、短期入所、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの一部を除き、施設ごとの
避難先を確保。

 短期入所、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの一部（22施設155人）は家族への引き渡しを優先。家族への引き渡しができない
場合には、愛媛県災害対策本部が受け入れ先を調整。

 何らかの事情で、あらかじめ選定した避難先施設が使用できない場合には、愛媛県災害対策本部が受け
入れ先を調整。

施設区分 施設数 入所定員

救護施設・授産施設 1 70人

児童福祉施設 1 40人

老人福祉・介護保険施設 73 2,623人

受入
施設数

受入
可能人数

3 83人

3 69人

154 2,792人
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※1：短期入所、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの一部（22施設155人）は家族への引き渡しを優先し、それ以外は施設ごとの避難先を確保。家族への引き渡
しができない場合には愛媛県災害対策本部が受け入れ先を調整。

※2：山口県のUPZ圏内に社会福祉施設は存在しない。

施設ごとの
避難先を確保

※1

合 計 75 2,733人 160 2,944人

施設区分 施設数 入所定員

障害福祉施設 29 462人

受入
施設数

受入
可能人数

18 307人


